
令和４年度 社会福祉法人銀河事業報告 

1.基本理念 

すべての人が平等に、普通に安心して暮らすことができるノーマライゼーションの理念に基づ

き、「ともに暮らし、ともに生きることのできる社会」の実現をめざすとともに、障がいの有無にかか 

わらず、基本的人権を享有する個人を尊重し、地域の中で共生した生活を営む為に必要な福祉

事業の充実を目指す。 

 

基本方針 

利用者本位の考え方に立って、個人の多様なニーズに対応する支援体制の整備やサービス基

盤の充実を促進し、障がいの有無にかかわらず安心して暮らせる地域社会の実現に向けた体制を

確立する。 

  また、ライフサイクルを通じて切れ目のない各種サービスの提供を図り、地域生活の支援を促進

する。 

 

2.沿革 

〇 平成 12 年  8 月  社会福祉法人 銀河 設立 

〇 平成 13 年  4 月  知的障害者更生施設（通所）すばる開設 

〇 平成 16 年  3 月  児童短期入所・居宅介護事業開始 

知的障害者短期入所・居宅介護事業開始 

〇 平成 18 年  2 月  福祉有償運送開始 

〇 平成 18 年  7 月  菓子製造業許可（県北保健所） 

〇 平成 18 年 10 月  障害福祉サービス事業（居宅介護事業）開始 

〇 平成 19 年  3 月  障害福祉サービス事業（移動支援）開始 

公益を目的とする事業 地域生活支援事業（日中一時支援）開始 

〇平成 24 年   4 月 「知的障害者更生施設（通所）すばる」から、「生活介護事業所 すばる」

へ変更 

障害福祉サービス事業（共同生活介護・サンハイツ葭ケ入Ⅱ）開始 

〇平成 26 年   4 月  障害福祉サービス事業（共同生活援助・サンハイツ葭ケ入Ⅱ） 

ケアホームとグループホーム一元化等に伴う改正 

改正内容、共同生活介護事業（ケアホーム）から 

共同生活援助事業（グループホーム） 介護サービス包括型へ変更 

〇令和 2 年   12 月  障害福社サービス事業（共同生活援助・サンハイツ葭ケ入Ⅲ）建設 

令和 2 年 12 月 25 日 建設完了 

〇令和 3 年    4 月  障害福社サービス事業（共同生活援助・サンハイツ葭ケ入Ⅲ）事業開始 

令和 3 年 4 月 1 日付け 運営開始 



3.事   業 

平成 29 年度に社会福祉法人の制度改革が実施された。それに合わせて変更を行った。 

制度改革の概要 

1  経営組織のガバナンスの強化 

2  事業運営の透明性の向上 

3  財務規律の強化 

・適正かつ公正な支出管理 

・いわゆる内部留保の明確化 

・社会福祉充実残額の社会福祉事業等への計画的な再投資 

４  地域における公益的な取り組みを実施する責務 

５  行政の関与の在り方 

（1） 提供サービスの充実を図るとともに施設老朽化の改善のため、以下の事業に取り組んだ。 

■法人本部 

・ 食缶・器具消毒保管機購入 \689,700 円  

（内 公益財団法人 遠藤医療福祉助成財団助成事業より\500,000 円の助成） 

■生活介護事業所 すばる定員 35 名 

   ・ 自動給水ポンプ修理・部品交換 \346,500 円 

・ 新型コロナウイルスの施設内でのクラスター発生を受け、令和 4 年９月２日〜９月４日、同

年 9 月 7 日～9 月 11 日の期間について利用者の受け入れを休止した。同期間内、職員は

書類の整理と施設内の清掃、消毒を行った。 

■共同生活援助事業所 サンハイツ葭ケ入Ⅱ 定員 12 名 

・ ヒートポンプ給湯器 \214,500 円×2 台  更新工事費 \407,000 円 

・ 新型コロナウイルスの施設内でのクラスター発生を受け、令和 4 年９月２日〜９月１９日の

期間について、自宅に戻れない一部の利用者を除き、受け入れを休止した。 

■地域生活支援事業（市町村事業）対象者（知的障がい児・者及び身体障がい者） 

日中一時支援事業  おりおん  定員 10 名 

移動支援事業     こんぱす 

   ・ 新型コロナウイルスの施設内でのクラスター発生を受け、令和４年９月２日～９月４日、同 

年９月７日～９月１１日の期間について利用者の受け入れを休止した。 

     他事業所の利用者へも受け入れを休止している旨を説明し連絡した。 

 

（2） 地域福祉活動については、新型コロナウイルスの為、全事業休止した。 

（３） 令和５年３月２４日コンピューターウイルスに感染した。サーバー内のデータがすべて消去さ

れた。 

4. 評議員会・理事会の開催状況 

理事会は 5 月・3 月の２回、評議員会は 6 月・3 月の２回の開催となった。 



(1) 評議員会、理事会開催月日及び主な審議議案 

第 1 回理事会 令和 4 年 5 月 27 日 

議案第 1 号 令和 3 年度事業報告並びに決算報告について 

          監査報告：監事  

議案第 2 号 社会福祉充計画の承認について 

議梥第 3 号 諸規定の変更について 

議案第 4 号 評議員会について 

 

第 2 回理事会 令和５年３月 17 日 

  議案第１号 令和４年度 第１回補正予算について 

  議案第２号 令和５年度 事業計画について 

  議案第３号 令和５年度 当初予算について 

  議案第４号 評議員会について 

 

第 1 回評議員会 令和４年 6 月 11 日 

議案第 1 号  令和 3 年度事業報告並びに決算報告について 

議案第 2 号  社会福祉充実計画の承認について 

 

第 2 回評議員会 令和 5 年 3 月 25 日 

議案第１号 令和４年度 第 1 回補正予算について 

  議案第２号 令和５年度 事業計画について 

  議案第３号 令和５年度 当初予算について 

 

 



令和４年度  生活介護事業 すばる事業報告 

[１] 概 要 

1. 運営方針 

 

すばるは、知的障害者福社法に規定された生活介護事業所の設置目的をふまえながら、利用者と職員との家

族的な生活共同体を基盤にして、個々の利用者の発達段階に応じた発達支援を行いながら、利用者の豊かな

生活形成を具体化する。 

更に家庭や地域社会との協力関係を保ちながら、利用者が施設ではもちろん、家庭や社会においても豊かな

生活形成が可能になるように支援する事を運営・支援の基本とする。 

 

2.施設の概況 

 

（１） 定  員 35 名 

（２） 現  員 31 名（男子 19 名、女子 12 名）  （令和 5 年３月 1 日現在） 

（３） 敷地面積 1147. 74 ㎡ （本宮市より借地） 

（４） 建物面積 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板茸  二階建て ５９１．６３㎡ 

 

〔Ⅱ〕 運営管理状況 

 

1．事業計画実施状況 

平成 25 年 4 月より「生活介護事業所」に移行し、今年度は男子利用者１９名、女子利用者 12 名、計 31 名

（定員 35 名）の利用者となった。重度、最重度が 22 名であり、自閉症、身体障がい、精神障がいなど重複障書

がいも多い為、今年度も利用者の基本的人権と個々の尊厳を尊重し、能力や発達状況に応じて、個別または小

集団で必要な支援サービスを提供しながら、〔Ⅲ〕利用者処遇状況の 1、実施状況①～⑤を配慮事項として利用

者支援を行なった。 

 

〔Ⅲ〕利用者処遇状況 

１、実施状況 

基本理念の目標達成のため、令和４年度は、下記の重点目標について支援を展開実施してきた。 

① 利用者、家族、職員を構成員とした生活共同体としての意識形成 

② 利用者個人のニーズに対応した生活条件、環境の整備 

③ 地域社会と連携した施設運営 

④ 地域生活支援事業やグループホームと連携した支援 

⑤ 事務省力化と効率化 

 

①利用者、家族、職員を構成員とした生活共同体としての意識形成 

・ 毎日、利用者の活動内容や健康状況について、送迎時や連絡帳を通じて家庭に報告すると共に、家庭で

の生活の様子や健康状態についても連絡を取り合い、密にすることで利用者状況に応じた支援を行なった。 



・ 令和４年 10 月と令和５年 3 月に、利用者、保護者、職員の三者による個別懇談を実施する予定であった

が、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、施設での懇談または、書面での対応を保護者に選択しても

らった。 

  保護者 1 名が対面での個別懇談を希望した。 

  書面での対応では、個別支援計画の変更点を明示し、理解しやすいように配慮した。 

  利用者、保護者の意見を尊重しながら、個々の利用者にあった個別支援計画を作成した。 

  利用者の自己選択、自己決定、自己実現、自己達成に向けて取り組んだ。 

・ 新型コロナウイルスの施設内でのクラスター発生を受け、令和 4 年９月２日〜９月４日、同年 9 月 7 日～9

月 11 日の期間について利用者の受け入れを休止した。同期間内、職員は書類の整理と施設内の清掃、消

毒を行った。 

 

②利用者個人のニーズに対応した生活条件、環境の整備 

・ みんなが笑顔で生活が出来ることを目指し、一人一人の個人を尊重しながら活動に取り組めるよう支援   

を行なった。 

・ 障がいの程度に関わらず、作業を通して充実感や達成感を感じ、働く喜びも感じられるように活動内容を

組み立てた。下請け作業では、障害の重い人でも取り組めるグリップもぎ取り作菜や、数種類のマットを仕分

けして箱詰めするミラーマット、ボタン入れ等に取り組んだ。また、自主製品としては牛乳パックを原材料とし

た和紙製品（ランチョンマット、コースター、はがき等）や刺し子ふきん、雑巾などの縫製作業に取り組んだ。 

・ 空き缶回収作業は、近隣住民、利用者家族、職員への協力を呼びかけ、毎週金曜日を回収日とし、回収

した空き缶は洗浄、分別をし、市内の業者へ納入を行った。 

・ 昨年度に引き続き、あだたら育成園での移動販売活動と複合施設「えぽか」内喫茶コーナー「まぁぶる」で

の活動、村田製作所で自主製品の販売については、新型コロナウイルスの影響により、中止している。再開

時期は未定。 

・ 利用者が自分たちの生活について考え、自主的、自発的に意見交換を行なう場として自治会（名称こい

のぼり会）活動を行なっている。毎年 4 月に役員選挙を行い、任期は 5 月から翌年 4 月としている。毎月 1

回、役員会と全体会を行い、自治会活動計画、行事計画などを通し、利用者一人一人が意見を出し合い、

自分たちの生活について考える時間を設けた。 

・ 外出する機会がないため、「ジョイフルクッキング」の機会を増やした。6 月・8 月・10 月・3 月に実施した。

利用者と職員で食べたい物を検討し、注文をした。以前は職員の手作りが多かったが、コロナウイルスの影

響を考慮し、食堂等のテイクアウトを利用した。利用者にとても好評であり、継続していく。 

・ ティータイムの時間を延長し、施設内でジュースを飲んだり、ケーキを食べたりする時間を増やした。利用

者にはおおむね好評だった。来年度も継続する。 

・ 健康面においては、利用者が肥満便向にあるため、食事面や運動面にも配慮した。食事では利用者、家

庭の理解と協力を得ながら、外注弁当のご飯やおかずの量を調整し、摂取カロリーの調整を行なった。 

 

新型コロナウイルス感染症の影響や、天候が安定しなかったため、ウォーキングの実施は難しかった。 

年度末の個別懇談時に利用者の一年間の体重の推移をグラフ化したものを保護者に渡した。 

・ 午前の作業終了後は、よさこい 2 曲とダンス 2〜3 曲に取り組む時間に設定し、毎日取り組んでいる。 



・ 新型コロナウイルス感染症の影響で、外出を伴う行事をすべて中止した。 

 

③ 地域社会と連携した施設運営 

・ 昨年に引き続き、「G フェス」、本宮市社会福祉協議会主催「ふれあい芋煮会」は、昨年に引き続き、新

型コロナウイルス感染症の影響により中止となった。 

・ 今年度も本宮市にある高齢者デイサービス利用者の誕生プレゼント作成を委託された。新型コロナウイ

ルス感染症の影響で、誕生会への外部の参加を中止するとのことだったため、プレゼントの作成とお届け

のみとなった。 

・ ラジオ出演や、本宮ライオンズクラブ様主催のそば打ち例会は、新型コロナウイルス感染症の影響で、

中止となった。 

 

④ 地域生活支援事業及び、グループホームとの連携 

・ 朝・夕の打ち合わせや、連絡服の利用により、「すばる」、「グループホーム」、「地域生活支援事業」の

三者間の情報の共有化に努めた。その結果、夜間の様子や休日の様子が職員に伝わり、多くの情報を

得て、よりよい支援を提供することができた。 

⑤ 事務省力化と効率化 

・ コンピューターネットワークを作り情報の共有化をはかり、また、支援費対応ソフト「福祉見開録」をリー

スし事務の省力化、効率化をはかった。 

2．主要行事実施状況 

 

名称 実施時期 場所 実施内容 

花見 4 月 
すばる 

 

まゆみ小学校の桜を見ながらお菓子の詰め合わせと飲み物を

楽しんだ。 

七夕会 7 月 すばる 
利用者と職員で吹き流しや提灯を作成、装飾し、ボールすくい

や射的を楽しんだ。 

テイクアウト食事会 

ジョイフルクッキング 

6 月 

8 月 

10 月 

3 月 

すばる 

6 月 松屋のテイクアウトを利用した。 

8 月 そうめんを食堂で食べた。 

10 月 マクドナルドのテイクアウトを利用した。 

3 月、すき家のテイクアウトを利用した。 

クリスマス会 12 月 すばる 
施設内で実施した。利用者と職員で、カラオケを楽しんだ。着ぐ

るみなどで仮装し、楽しんできた。 

新年会 1 月 すばる 新年を迎えられたことを喜び、正月の遊びやゲームを楽しんだ。 

豆まき 2 月 すばる 
年男・年女が中心となり、施設内の豆まきをした。利用者の希望

者と職員が鬼役となり、仮装をした。 

誕生会 

毎月 

11 月と 3

月を除く 

すばる 

誕生者を祝った。 

施設長の言葉や自治会長からのお祝いなどを行い、その後ケ

ーキを食べた。また、カフェすばるも同時に実施し、飲み物を数



種類用意し、利用者に好きな飲み物を注文してもらった。カウン

ターなどを用意し、カフェの雰囲気を味わってもらった。 

 

〔Ⅳ〕 利用者状況（令和 5 年 3 月現在） 

１．障害者手帳 

 A（重度） B（中度） 合計 

男 １７ ２ １９ 

女 １１ １ １２ 

計 ２８ ３ ３１ 

 

２．障がい支援区分 

 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合計 

男 ０ ０ 1 2 ９ 7 １９ 

女 ０ ０ １ 3 ４ 4 １２ 

計 ０ ０ 2 5 13 11 ３１ 

 

３．地域別利用者状況 

市町村 男 女 合計 

本宮市 １５ ８ ２３ 

大玉村 １ ３ ４ 

二本松市 １ ０ １ 

郡山市 ２ １ ３ 

合計 １９ １２ ３１ 

 

４．年齢 

 20 未満 20～29 30～39 40～49 50 以上 計 平均 最高 最低 

男 0 ３ 4 ８ 4 19 40.95 58 24 

女 0 1 4 4 3 12 44.83 64 26 

計 0 ４ 8 12 7 31 42.45   

５．家族状況 

 父のみ無 母のみ無 両親無 

男 4 0 １ 

女 2 ２ 2 

計 6 2 3 

 

６．契約者の推移【利用人数 延べ】 

 年度 28 年 29 年 30 年 令和元年 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 



契
約
者
数 

男 ２０ ２１ ２１ ２０ １９ １９ １９ 

女 １３ １３ １３ １３ １３ １２ １２ 

計 ３３ ３４ ３４ ３３ ３２ ３１ ３１ 

前年比 男性＋１ 男性＋１ ±０ 男性－１ 男性－1 女性－１ ±０ 

 

〔Ⅴ〕保健衛生状況 

  知的に障がいを持つ人たちは、てんかん、身体障がい、弱視、難聴、聾唖、言語障がい、虫歯、皮膚疾患、糖

尿病等、合併するものが多く、また虚弱体質、肥満体質のものも多いので、特別の配慮が必要である。特に重度、

最重度といわれる人たちは、異常を訴えることができない人や、自分自身で管理できない人が多い。 

 そのため生活習慣病予防の観点からも日ごろの衛生管理や健康管理が大切であるため、日常の生活における

健康に留意し、施設内の清潔を保つとともに伝染病の発生予防と事故発生防止、体位の維持・向上を図るよう毎

日の活動時や、毎日の昼食後の歯磨きなど、指導管理を実施してきた。 

 

１．健康診断実施状況 

  保健衛生計画に基づき下記のように健康診断を実施した。 

 ・定期健診（年 1 回）嘱託医が年 1 回施設で検診を実施した。 

   令和 5 年 3 月（問診等） 

 ・健康診断（年 2 回）協力医による検診を実施した。 

   令和４年 ７月（問診、聴打診、血圧測定、尿検査、血液検査、胸部レントゲン） 

   令和４年 11 月（問診等） 

 ・インフルエンザ予防接種（希望者） 

   令和 4 年 11 月 

 ・体重・体脂肪、血圧測定（毎月 1 回） 

  看護師による体重、体脂肪、血圧測定を実施し、連絡帳を通じ家庭へ報告した。 

  また、1 年間の体重の推移をグラフ化したものを、令和 5 年 3 月に保護者へ渡した。 

 

１．新型コロナウイルス感染症への対応について 

・ 通所後の検温は以前から実施していたが、通所前の検温を各家庭に依頼している。職員も通勤前に

検温を行い、結果を所定の用紙に記入している。また、施設への訪問者等についても検温の協力を仰

ぎ、37.5°C 以上の発熱を確認した時は、玄関先での対応とした。又、施設内に入る際には、玄関先で手

指の消毒をしてもらっている。現在も継続中。 

 まぁぶるでの活動は、昨年に引き続き中止している。 

・ 令和４年度の行事のうち、G フェス等の人が集まる行事や、外出を伴う行事や活動を中止した。その代

わり施設内で行う食事会の回数を増やし、利用者と職員が触れ合う時間を確保した。 

・ 密にならないよう、活動場所や食事提供の場所を 2 ヶ所に分けた。 

・ 新型コロナウィルスに本人、または同居人が感染した場合は、国または、市町村のガイドラインに従って

施設の利用をしてもらうようにお願いした。 



・ 施設内の消毒を徹底した。施設内の机や椅子、活動時に使用した用具は、利用者帰宅後に毎日必ず

消毒をした。 

・ 1 日 2 回（午前・午後）、利用者の検温を実施した。 

・ 通所時、活動室に入室した際の手指消毒を徹底した。 

・ 歯磨き支援の際は、必ずフェイスシールドを着用して対応にあたった。 

・ 利用者送迎等で車を使用した際は、使用後に車内の消毒を行った。 

・ 支援中の職員はマスク着用とし、利用者にも出来る限りマスクを着用出来るように支援をした。 
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